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１ 入札物件の概要（物件詳細は、別紙「物件調書」でご確認ください。） 

物件 

番号 
所在地 

現況地目 

（登記地目） 
登記面積 最低売却価格 

１ 大野市１０１字２５番１ 
宅地 

（宅地） 
435.83 ㎡ 4,820,000 円 

２ 大野市１１９字１１番１ 外１筆 
宅地 

（雑種地） 
738 ㎡ 5,620,000 円 

 

２ 入札の参加資格 

 次に掲げるいずれかに該当する者（団体を含む）は、入札に参加することができません。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者 

 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２

条第１項各号に該当する者  

 (3) 大野市の市税について未納がある者 

 (4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号

）第５条に規定する観察処分を受けた団体、並びにその団体の役職員または構成員 

 

３ 契約の条件 

売払い物件の売買契約には、次の条件とします。 

 (1) 落札者は、売払い物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体およびそれらの

構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に供してはならない。 

 (2) 落札者は、売払い物件を風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風

俗関連特殊営業の用に供してはならない。 

 (3) 登記面積により売却を行う物件については、実測面積との間に差異が生じた場合で

あっても、落札者は大野市に対し、面積の増減を理由とする代金の増減額を請求する

ことはできない。 

 (4）落札者は、隣接地から売払い物件へ越境している工作物および埋設物（以下「越境

物」という）の所有者に対し、当該越境物が現存する間に限り、その越境部分を無償

で使用することを認める。 

  ※上記のほか、物件調書に記載事項のうち、必要な事項が契約条件に付されます。 

 

４ 入札参加申込書等の配布 

  「一般競争入札参加申込書（以下「入札参加申込書」という。）」等入札関係書類は

下記により配布します。 

 (1) 配布期間  令和８年６月１日（月）から６月２６日（金）まで（土曜日および日

曜日を除く。） 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 (2) 配布場所  大野市行政経営部財政経営課 公共施設再編推進室 
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 (3) 配布方法  窓口での交付または郵送（大野市ホームページからダウンロード可） 

※郵送を希望する場合は、返信用２７０円切手を同封し請求してください。 

 

５ 現地確認および質問の受付 

 物件は現況有姿での引き渡しとなります。各自、必ず事前に現地をご確認ください。 

(1) 現地説明 

現地説明を希望される場合は、日時について事前にご相談ください。 

(2) 質問の受付 

質問については、下記の期間内に限り受け付け、随時回答します。 

ア 受付期間 令和８年６月８日（月）から６月２２日（月）まで 

（土・日曜日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

イ 受付方法 Ｅメール：zaisei@city.fukui-ono.lg.jp ／電話:0779-64-4845 

※質問者以外にも公開すべきと判断される質問事項は、大野市ホームページ上に

質問と回答を公開します。 

 

６ 入札参加申込書の受付 

(1)入札参加申込書は、下記により受付します。 

  ア 受付期間  令和８年６月２９日（月）から７月１０日（金）まで 

（土・日曜日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  イ 受付場所  大野市行政経営部財政経営課 公共施設再編推進室 

  ウ 提出方法  郵送（特定記録郵便または簡易書留）または持参。（ファックス、

Ｅメール不可） 

    

(2) 提出必要書類 

個人 

ア 一般競争入札参加申込書 １通（様式１） 

 ※共同で申し込む場合は、連名で申し込み、持分を記入すること。 

イ 印鑑登録証明書 １通 

ウ 住民票（本籍または国籍および在留情報が記載されたもの） １通 

 ※住所地の市町村役場での発行となります。 

エ 大野市税に係る納税証明書（全税目の納税証明書） １通 

 ※非課税の場合はその証明書 

法人 

ア 一般競争入札参加申込書 １通（様式１） 

イ 印鑑証明書 １通（法人のもの） 

ウ 法人登記事項証明書 １通 

エ 大野市税に係る納税証明書（全税目の納税証明書） １通 

 ※大野市内に本店がある場合は、代表者に係る全税目の市町村税納税証明書を

併せて提出すること。 

その他 
ア 委任状 １通（様式２） 

 ※代理人が、入札書の提出・契約等の手続きを行う場合のみ提出が必要 

(3)注意事項 

    ア 各証明書等は３か月以内に交付されたものとします。 

    イ 提出書類の作成等に要する費用は、申込者の負担とします。 
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    ウ 提出書類は返却しません。 

    エ 共同で申し込む場合は、全員分について提出してください。 

 

７ 入札参加者の資格確認 

 (1) 入札参加資格の確認結果通知 

  ア 入札参加資格の確認結果については、書面で申込者に通知します。 

     通知書発送日  令和８年７月１７日（金） 

     入札保証金用の「納付書」、「入札書（様式３）」、「入札書提出用封筒」を

同封します。令和８年７月２２日（水）までに到着しない場合は、大野市行政経

営部財政経営課 公共施設再編推進室までご連絡ください。 

  イ 入札参加資格がない旨の通知を受けた場合、その理由について書面により説明を

求めることができます。説明を求める場合は、令和８年７月３１日（金）午後５時

１５分（必着）までに、大野市行政経営部財政経営課公共施設再編推進室へ書面を

郵送（特定記録郵便または簡易書留）または持参してください。 

  ウ イにより書面が提出された場合は、令和８年８月７日（金）までに書面により回

答します。 

 

８ 入札保証金の納付 

 入札書等の提出時までに、下記大野市収納金融機関にて、入札保証金用の「納付書」 

により納付してください。 

    ※大野市収納金融機関（全国の店舗で納付可能） 

     北陸銀行、福井銀行、越前信用金庫、北陸労働金庫、福井県農業協同組合 

 

９ 入札書等の提出 

 「入札書（様式３）」を封入した「入札書提出用封筒」、「入札保証金の領収書（金融

機関の領収印があるもの）」、「入札保証金返還請求書（様式４）」を郵送（特定記

録郵便または簡易書留）または持参してください。 

 (1) 提出期間  令和８年８月１０日（月）から８月１４日（金）まで 

（祝日を除く）（午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 (2) 提出場所  大野市行政経営部財政経営課公共施設再編推進室         

 (3) 備考 

  ア 「入札書（様式３）」には必要事項を記載し、押印してください。 

  イ 「入札書提出用封筒」には「入札書（様式３）」のみを入れ、封をしてください。 

  ウ 提出された入札書の差し替え、訂正または撤回はできません。 

  エ 「入札保証金返還請求書（様式４）」は、返還手続きを迅速に行うため、入札書

等と併せて提出してください。 

 

１０ 入札辞退 

  入札参加申込書を提出した後に、入札を辞退する場合は、令和８年８月１４日（金）
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までに、「入札辞退届（様式５）」を大野市行政経営部財政経営課公共施設再編推進

室へ郵送（特定記録郵便または簡易書留）または持参してください。なお、「入札辞

退届（様式５）」を提出せず、かつ入札書を提出しなかった場合は、納付済みの入札

保証金は大野市に帰属します。 

 

１１ 開札および落札者の決定 

 (1) 開札の日時および場所等 

  ア 開札日時  令和８年８月１７日（月）午前９時００分 

  イ 開札場所  大野市役所２階 第３会議室 

 (2) 入札者の立ち会い 

   開札への立ち会いは任意ですが、立ち会う場合は、「一般競争入札参加資格の審査

結果について（通知）」と代理人の場合は併せて「委任状（様式２）」を持参して

ください。 

 (3) 入札の無効 

  次のいずれかに該当する場合、入札は無効とします。 

  ア 入札参加資格のない者が行った場合 

  イ 入札保証金が、入札金額の１００分の５の額に満たない場合 

  ウ 入札金額が、最低売却価格に満たない場合 

  エ 一の入札に対して、２通以上の入札書を提出した場合 

  オ 入札書において、記名押印を欠いたり、金額を訂正したり、誤字・脱字等により

意思表示が不明瞭な場合 

  カ 鉛筆、シャープペンシルその他記載内容の消去が容易な筆記用具により記入した

場合 

 (4) 落札者の決定 

   最低売却価格以上かつ最高額入札者が落札者となります。ただし、落札者となるべ

き同一価格の入札者が２名以上の場合は、直ちに抽選で落札者を決定します。 

 (5) 入札の執行の中止または延期 

  ア 不正な入札が行われる可能性があると認められるとき、または災害その他入札の

実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札の執行を中止し、または延期するこ

とがあります。 

  イ 入札を中止または延期する場合は、事前に入札参加者に通知します。 

 (6) その他 

  ア 今回の入札物件は最低売却価格を公表しており、全員の入札が無効の場合は、次

回の入札までの間、常時売払物件として管理されます。 

    ※常時売払物件とは、買取申込書の提出が最初にあった者に最低売却価格で売却

する物件です。 

  イ 入札者には、開札結果を後日文書で通知します。 

  ウ 開札会場では、入札参加者全員の入札額および入札者名を公開します。 

  エ 入札者名および入札額は、開示請求等があった場合、入札参加者以外にも公表し
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ます。なお、落札者が法人の場合は、担当部署を公開することがあります。 

 

 

１２ 入札保証金の返還等 

 (1) 落札者以外の者が納付した入札保証金 

  ア 入札保証金の返還は、落札者決定後、１か月程度時間を要します。 

  イ 入札保証金を充当または返還する場合、利息は付されません。 

 (2) 落札者の納付した入札保証金 

  ア 落札者が納付した入札保証金は返還せず、契約保証金の全部または一部に充当し

ます。 

  イ 落札者が契約を締結しない場合は、入札保証金は損害金として大野市に帰属する

ものとします。 

 

１３ 契約保証金の納付等 

 (1) 通知等の送付 

   落札者の決定後、落札者に対して速やかに次の通知等を送付します。 

  ア 市有財産の売払いについて（通知） 

  イ 市有財産売払契約書 

  ウ 契約保証金の納付書 

 (2) 契約保証金の納付 

  ア 契約締結までに、大野市収納金融機関で納付してください。 

    ※大野市収納金融機関は「８ 入札保証金の納付」の項と同じです。 

  イ 契約保証金は、落札額の１００分の１０以上の額となりますが、既納の入札保証

金の差額分を納付してください。落札額の１００分の１０を超える額を入札保証金

として納付済みの場合は、契約保証金の追加納付は不要です。 

  ウ 落札者が契約保証金を納付した後、正当な理由なく契約を締結しないときは、契

約保証金は違約金として大野市に帰属します。 

 

１４ 契約締結および売買代金の納付 

 落札者との契約締結および売買代金の納付については、次のとおりです。 

(1) 契約書の提出 

  ア 契約期限：「市有財産の売払いについて（通知）」の通知日の翌日から起算して

１０日以内に契約書を提出してください。 

  イ 提出方法：郵送（特定記録郵便または簡易書留）または持参により提出してくだ 

さい。 

 (2) 契約締結時の必要書類 

  ア 「市有財産売買契約書」２通 

    ※２通ともに署名・押印し、うち１通に所定の収入印紙を貼付のうえ、実印で消

印（割印）してください。 
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    ※契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。 

    ※代理人による手続きも可能ですが、契約者名は本人（落札者）名義としてくだ

さい。 

  イ 契約保証金の領収書（金融機関の領収印があるもの） 

 (3) 売買代金の納付等 

  ア 契約締結後、契約書（１通）および売買代金納付書を手渡しまたは郵送します。 

    ※売買代金の額は、落札金額から契約保証金を差し引いた残額となります。 

  イ 売買代金は、契約締結日の翌日から起算して３０日以内に全額を納付してくださ

い。 

ウ 売買代金納付後、速やかに領収書（金融機関の領収印があるもの）と、登録免許

税相当額の収入印紙（所有権移転登記用）を大野市行政経営部財政経営課公共施

設再編推進室に提出してください。 

※登録免許税は、登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）により固定資産

税評価額の１,０００分の１５を乗じて得た額（１００円未満切り捨て）としま

す。 

 

１５ 所有権の移転等 

  売買物件の所有権の移転等に関する事項は次のとおりです。 

 (1) 所有権は、売買代金全額の支払いがあったときに、乙（買取人）へ移転するものと

します。 

 (2) 売買物件は、所有権移転日以後、現況有姿で速やかに引き渡すものとします。 

 (3) 所有権移転登記は、売買代金の納付確認後、大野市が行います。 

   ※登録免許税は購入者の負担となります。 

 (4) 登記完了後、登記識別情報通知を送付します。受け取り次第、速やかに「不動産受

領書」を提出してください。 

 

１６ その他 

 (1) 入札の参加に際しては、本参加要領をよくお読みください。 

 (2) 書類等の作成に用いる言語、通貨および単位は、日本語、日本円、日本標準時およ

び計量法に定める単位に限ります。 

 (3) 売買物件取得後の不動産取得税、固定資産税および下水道受益者負担金（未納分が

ある場合）等は、購入者の負担となります。 

 (4) その他不明な点は、下記窓口までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

【窓口】〒912-8666 

    福井県大野市天神町１番１号 

    大野市行政経営部財政経営課 

        公共施設再編推進室 

      (大野市役所２階２３番窓口) 

電話 0779-64-4845(財政経営課) 

FAX  0779-65-8371 

 


